
（75点満点）

採点
該当する
提出資料

（１）

ア

15点 大変優れている（期待される効果の２つともが優れている）

10点 優れている（期待される効果のうち、１つが優れている）

5点 標準（期待される効果の２つともが標準）

0点 不可

イ

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

（２）

ア

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

実施計画の内容が当該漁港の漁業上の利用を阻害するおそれがないものであること

事業実施箇所の周辺で行われる漁業上の利用と重複がないような配慮がなされて
いるか（例：動線計画、駐車場、トイレ、滞留場所等）

イ、ケ

活用推進計画に示す基本的な方針に沿って期待される効果が得られるものとなって
いるか（期待される効果：①交流人口の更なる拡大、②地場水産物の消費拡大）

イ、オ、シ

活用推進計画に示す事業内容や実施期間、活用を図る対象施設の範囲内であり、整
合が取れているか

合計点

実施計画に関する審査項目（55点満点）　　※必須項目

項目

実施計画の内容が当該漁港の活用推進計画に適合するものであること

奈良尾漁港漁港施設等活用事業　実施計画　審査基準

申請者

対象施設

別紙２
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採点
該当する
提出資料

（３）

ア

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

イ

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

ウ

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

（４）

ア

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

イ

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

ウ

５点 優れている

３点 標準

0点 不可

項目

（小計）

　※実施計画に関する審査項目（必須項目）において、０点があった場合は欠格とする

実施計画が適正かつ確実に実施されると見込まれるものであること

漁港施設等活用事業を実施しようとする者の事業内容、資力等からみて、実施期間
にわたって当該漁港施設等活用事業を継続することが可能であると認められるか

イ、カ、
キ、サ、
シ

自然災害等の発生時について、新上五島町地域防災計画書（一般計画編）の第２章第
９節に基づき、来訪者の安全を確保したものとなっているか

貸付け期間の満了時や、その他の事由により漁港施設の貸付けを受けないことと
なった場合において、事業者の責任と負担によって原状回復措置がなされる具体的
な計画となっているか（例：時期、事業者が設置した構造物の撤去方法等）

実施計画の内容が水産基盤整備事業等の施行又は当該漁港の利用を著しく阻害し、その
他当該漁港の保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること

水産基盤整備事業等の施行を妨げないものであるか

イ、コ

事業実施に伴って発生する騒音や悪臭など漁港周辺住民の生活に支障を与えない
よう配慮されているか。

事業実施に伴って生じる排水や事業ゴミ等に対し、法令等に従って適正な処理を行
うとともに、事業箇所周辺の漁港環境への負荷低減に配慮がなされているか。
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採点
該当する
提出資料

（５）

ア

５点 本社や団体、もしくは代表者が新上五島町に所在している

0点 本社や団体、もしくは代表者が新上五島町に所在していない

イ

５点 従業員の５割以上を新上五島町在住者で雇用する計画がある

３点 新上五島町在住者を従業員として雇用する計画がある

0点 新上五島町在住者を従業員として雇用する計画がない

ウ

５点 新上五島町内の企業と連携した具体的な取り組みが計画されている

３点 新上五島町内の企業と連携した取り組みが計画されている

0点 新上五島町内の企業と連携した取り組みが計画されていない

エ

５点 新上五島町産を使用する

３点 長崎県産を使用する

0点 長崎県産を使用しない

（小計）

申請者が新上五島町に所在しているか

地域貢献に関する審査項目（20点満点）　　※加点項目

項目

地域貢献に関する事項

エ、ス

水産物以外のものも地元産を使用するか

新上五島町在住者を従業員として雇用する計画があるか

新上五島町内企業と連携した取り組みが計画されているか
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